
輸送の安全の確保事業 
 

１．事 業 項 目  

  ⑨貸切バス事業者安全性評価認定制度助成事業 

 

２．趣旨・目的 

    利用者や旅行会社がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすく

するとともに、本制度を通じ貸切バスのさらなる安全性の確保に向けた

意識の向上と取組みの促進を図り、より安全な貸切バスサービスの提供

に寄与することを目的に、認定の取得奨励をするための事業。 

 

３．対 象 者 

    宮城県内のバス事業者で平成３０年度貸切評価認定制度新規認定取得

事業者及びキャリアアップ更新事業者 

 

４．通 知 方 法 

    ・会員事業者には当協会発行のお知らせ及びホームページ上で公開。 

    ・非会員事業者はホームページ上で公開 

 

 

５．予 算 

    １，３００，０００円 

     ・新規取得事業者数 １０事業者 

     ・更新事業者数   １１事業者 

    １事業者当たりの助成額は、申請手数料の５０％を基準とするが、 

非会員事業者については、会員事業者の助成額と同額を限度額とする。 


